
 
 

                         

                          

     

日
田
市
農
業
委
員
会
は
、
食
料
を
供
給
す
る
農

地
を
守
る
た
め
に
も
、
農
業
所
得
の
向
上
と
農
業

経
営
の
安
定
化
を
図
り
、
地
域
農
業
が
確
立
す
る

よ
う
、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
椋
野
美
智
子
市
長

に
『
農
地
等
利
用
最
適
化
推
進
施
策
に
関
す
る
意

見
書
』
を
提
出
し
ま
し
た
。 

 

農
業
委
員
会
は
、
市
と
協
力
し
、
「
地
域
計
画
」

に
基
づ
き
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。 
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■ 

農
業
者
へ
の
支
援
に
つ
い
て 

日
田
市
に
お
い
て
も
、
高
齢
化
や
担
い
手
不
足
に
よ

り
耕
作
放
棄
地
が
増
加
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
最
近
で
は
農
業
機
械
の
価
格
高
騰
に
よ
り
、

買
い
替
え
が
出
来
ず
、
農
地
の
管
理
を
あ
き
ら
め
る
人

が
出
て
き
て
い
ま
す
。 

市
で
は
、
地
域
農
業
を
維
持
す
る
た
め
、
地
域
の
農

地
保
全
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
、
農
業
機
械
等
の
整
備

に
か
か
る
経
費
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
た
だ
い
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
が
、
現
在
、
そ
の
補
助
率
は
、
集
落
営

農
組
織
の
事
業
費
の
二
分
の
一
以
内
に
対
し
て
、
大
規

模
経
営
体
は
事
業
費
の
三
分
の
一
以
内
と
助
成
額
に

差
が
生
じ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

地
域
農
業
を
維
持
す
る
た
め
に
も
、
農
地
の
集
積
を

行
う
大
規
模
な
個
人
経
営
体
の
存
続
は
、
地
域
の
農
地

保
全
に
繋
が
る
も
の
で
あ
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
大
規
模

経
営
体
が
対
象
と
な
り
ま
す
担
い
手
農
地
保
全
支
援

に
つ
き
ま
し
て
も
、
補
助
率
を
事
業
費
の
二
分
の
一
以

内
に
引
き
上
げ
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。 

な
お
、
当
該
事
業
は
需
要
が
多
く
、
申
請
者
は
順
番

待
ち
の
状
況
と
聞
き
及
ん
で
お
り
ま
す
こ
と
か
ら
、
事

業
費
の
増
額
も
、
あ
わ
せ
て
要
望
し
ま
す
。 

 

■ 

有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て 

近
年
、
日
田
市
内
に
お
い
て
も
、
鹿
に
よ
る
農
作
物

被
害
が
著
し
く
、
深
刻
化
を
増
し
て
き
て
お
り
ま
す
。 

現
在
、
鳥
獣
被
害
防
止
に
対
し
て
は
、
金
網
柵
な
ど

の
設
置
資
材
に
対
す
る
支
援
事
業
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、

中
山
間
地
が
多
い
市
内
の
農
地
で
は
、
斜
面
に
設
置
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
る
場
合
も
あ
り
、
現
在
、
助

成
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
鹿
用
の
柵
の
高
さ
で
は
、
十

分
な
効
果
が
発
揮
で
き
な
い
状
況
も
、
ま
ま
見
ら
れ
ま

す
。 こ

の
こ
と
か
ら
、
中
山
間
地
の
農
地
で
の
、
鹿
か
ら

の
被
害
を
想
定
し
た
防
護
柵
に
関
し
ま
し
て
、
対
象
資

材
の
見
直
し
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
要
望

し
ま
す
。 

あ
わ
せ
て
、
日
田
市
内
の
農
地
の
実
情
に
合
っ
た
有

効
な
防
護
対
策
の
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

■ 

農
業
労
働
力
の
確
保
・
供
給
に
つ
い
て 

現
在
、
日
本
の
農
業
で
は
人
手
不
足
が
深
刻
な
問
題

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

日
田
市
に
お
い
て
も
、
高
齢
化
等
に
よ
り
、
人
手
不

足
の
経
営
体
も
あ
り
、
そ
の
解
消
の
手
段
と
し
て
、
外

国
人
労
働
者
の
活
用
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
個
々
の
経
営
体
で
は
繁

忙
期
が
片
寄
り
、
外
国
人
で
な
く
と
も
、
労
働
者
を
年

間
通
し
て
雇
用
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
農
業
生
産
活
動

が
困
難
な
状
況
と
な
っ
て
き
て
い
る
経
営
体
も
見
ら

れ
ま
す
。 

こ
の
こ
と
か
ら
、
市
に
お
い
て
、
市
内
の
農
業
労
働

力
を
求
め
る
経
営
体
の
繁
忙
期
を
取
り
ま
と
め
、
年
間

を
通
し
て
必
要
な
農
業
労
働
力
を
確
保
・
供
給
で
き
る

よ
う
な
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望

し
ま
す
。 

 

『
農
地
等
利
用
最
適
化
推
進
施
策
に
関
す
る
意
見
書
』 

令
和
七
年
九
月
十
八
日
提
出 

日田市農業委員会だより（２） 

 



■ 
ス
マ
ー
ト
農
業
の
推
進
に
つ
い
て 

農
業
者
の
高
齢
化
や
担
い
手
不
足
が
進
む
中
、
ス
マ

ー
ト
農
業
技
術
に
よ
る
省
力
化
や
規
模
拡
大
が
期
待

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
現
状
で
は
導
入
が
進
ん
で
な

い
の
が
実
状
で
あ
り
、
そ
の
課
題
と
し
て
は
、
高
額
な

初
期
コ
ス
ト
と
通
信
環
境
の
未
整
備
と
と
も
に
、
農
地

の
立
地
な
ど
地
形
的
な
適
不
適
な
ど
が
上
げ
ら
れ
、
中

山
間
地
の
多
い
日
田
市
で
は
、
特
に
導
入
し
難
い
状
況

が
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
ス
マ
ー
ト
農
業
導
入
の
成
果
と
し

て
、
人
手
不
足
の
解
消
だ
け
で
な
く
、
若
者
の
農
業
へ

の
参
入
も
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
将
来
を
見
据
え
て
、

市
の
施
設
単
位
に
基
地
局
を
開
設
す
る
な
ど
、
導
入
コ

ス
ト
の
軽
減
に
繋
が
る
よ
う
な
事
業
を
進
め
て
い
た

だ
く
よ
う
要
望
し
ま
す
。 

あ
わ
せ
て
、
日
田
市
の
地
形
に
合
っ
た
ス
マ
ー
ト
農

業
技
術
・
環
境
整
備
に
向
け
た
調
査
研
究
を
進
め
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

■ 

農
作
物
の
セ
ー
ル
ス
に
つ
い
て 

 
 

市
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
「
日
田
の
魅
力
発
信
の
取

組
」
と
し
て
、
日
田
の
美
味
し
い
農
産
物
の
魅
力
を
国

内
外
に
向
け
て
の
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
や
、
ト
ッ
プ
セ
ー

ル
ス
な
ど
に
よ
り
、
発
信
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す

こ
と
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

今
後
、
農
産
物
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
日
田
市
の
農

林
商
工
産
業
の
総
合
的
な
振
興
を
図
る
た
め
に
も
、
新

た
な
販
路
開
拓
・
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
の
開
設
、
そ
し

て
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
有
益
な
情
報
を
生
産
者
に
還

元
し
、
日
田
市
の
農
地
を
守
る
た
め
に
も
、
市
と
生
産

者
が
一
体
と
な
っ
て
の
更
な
る
生
産
意
欲
に
繋
げ
ら

れ
る
よ
う
な
流
れ
を
作
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
要
望
し

ま
す
。 

 

■ 

米
作
り
へ
の
支
援
に
つ
い
て 

昨
年
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
令
和
の
米
騒
動
」
に
よ
り
、

米
の
価
格
が
高
騰
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
が
、
こ
れ
ま
で
の
米
の
安
値
に

よ
り
、
生
産
者
は
採
算
が
合
わ
ず
、
十
分
な
収
入
が
得

ら
れ
ず
、
苦
境
に
立
た
さ
れ
続
け
、
そ
う
い
っ
た
状
況

が
、
離
農
者
・
耕
作
放
棄
地
の
増
加
、
新
規
就
農
者
の

減
少
に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。 

今
ま
だ
、
米
の
需
給
は
混
乱
の
最
中
に
あ
り
ま
す
が
、

今
後
の
水
田
の
管
理
・
活
用
促
進
の
た
め
に
も
、
生
産

者
の
立
場
か
ら
の
米
の
適
正
な
価
格
の
安
定
維
持
が

望
ま
れ
ま
す
。 

市
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
昨
年
、
一
昨
年
に
引
き
続

き
ま
し
て
、
美
味
し
い
「
日
田
米
」
の
ピ
ー
ア
ー
ル
活

動
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。 

     

   

 
 

中
川
区
域
の
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員
が 

変
わ
り
ま
し
た 

 

前
任
の
髙
瀬
俊
和
委
員
に
か
わ
り
、
令
和
七
年
七
月
八

日
よ
り
、
高
浪
博
文
氏
が
新
た
に
中
川
区
域
の
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。 

な
お
、
任
期
は
令
和
八
年
七
月
十
九
日
ま
で
と
な
り
ま

す
。 

 

［
抱
負
］ 

担
い
手
農
家
へ
の
農
地
の
利
用
促
進
や
、
耕
作
放
棄
地

の
解
消
等
で
、
地
区
農
業
の
維
持
・
発
展
に
貢
献
し
た

い
。 

           

新
委
員
の
紹
介 

高浪博文委員 

日田市農業委員会だより（３） 

 



                          

                          

                          

 
◆令和８年７月 19 日をもって任期満了となる農業委員及び農地利用最適化推進委員を 

募集します。 
 

■募集人員 
 

〈農業委員〉 19 名  〈農地利用最適化推進委員〉 19 名（区域設定あり、５頁参照） 
 

■募集期間 
   

  令和８年 2 月３日（火）から 令和８年３月２日（月）まで 
 

■対象者 
 

〈農業委員〉 
農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の 
農業委員会の所掌に属する事項に係る職務を適切に行うことができる者 

 
〈農地利用最適化推進委員〉 

農地等の利用の最適化の推進（農地の利用集積、耕作放棄地の発生防止など）に 
熱意と識見を有し、その職務を適切に行うことができ、担当する区域における現場
活動ができる者 

 

■任期 
 

〈農業委員〉 令和８年７月 20 日～令和 11 年 7 月 19 日（3 年間） 

〈農地利用最適化推進委員〉 委嘱した日から令和 11 年 7 月 19 日（約 3 年） 
 

■募集資格要件 
   

次のいずれかに該当する者は、委員となることはできません。 

① 日田市に住所を有しない者（特別な事情がある場合を除く） 

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

③ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を 

受けることがなくなるまでの者 
 

■募集方法 
 

・自薦（本人が応募する場合）又は他薦（団体等による推薦又は 3 名以上の連名に 
よる推薦）による。  

 
・規定の様式に必要事項を記入の上、持参又は郵送により、農業委員会事務局に提出 

してください。 
 

・募集要項及び推薦書・応募書は、農業委員会事務局及び各振興局・各振興センター 
で配布します。また、市ホームページから様式をダウンロードして使用できます。 

 

  ※詳しい内容につきましては、募集要項にてご確認ください。 
 
   
 【お問い合わせ先（推薦書・応募書 提出先）】 
             

  日田市農業委員会事務局（日田市役所３階） 

〒877－8601 日田市田島２丁目６番１号  電話（0973）22－8213 

農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集 

日田市農業委員会だより（４） 

 



                          

                          

                          

区域名 

募

集 

人

数 

担当の地区（自治会） 

日田・

五和 
1 

亀川町・日ノ隈町・中釣町・中

ノ島町・堀田町・亀山町・本庄

町・三隈町・大和町・川原町・

若宮町・元町・南元町・本町

１・本町２・東町１・東町２・

中央通１・中央通２・中央通

３・三本松・淡窓町・中城町・

港町・丸の内町・豆田第１・豆

田第２・城町１・城町２・上城

内町・丸山１・丸山２・城内新

町・石井町１・石井町２・石井

町３・高井町・内河町・小山

町・緑町１・緑町２ 

高瀬 1 

高瀬本町・大宮町・琴平町・八

幡町・大日町・南部町・誠和

町・銭渕町・京町・串川１・串

川２・上野町 

三芳 1 

田島１・田島２・田島３・田島

本町・田島町・刃連町・下井手

町・三芳小渕町・大部町・桃山

町・小ヶ瀬町・日高町・神来

町・求町・古金町 

西有田 1 

上手町・坂井町・三ノ宮町１・

三ノ宮町２・石松町・尾当町・

有田町・三池町・中尾町・水目

町・秋山町・あやめ台 

三花 1 秋原町・市ノ瀬町・伏木町 

三花・

小野 
１ 

天神町・清水町・財津町・藤山

町・三和団地・三河町・鈴連

町・殿町・源栄町 

東有田

① 
1 

池辺町・松野町・諸留町・上諸

留町 

東有田

② 
1 

月出町・羽田町・日の本町・岩

美町・東羽田町 

朝日 1 
小迫町・朝日町・二串町・君迫

町・山田町・朝日ヶ丘 

光岡 1 

日ノ出町・清岸寺町・吹上町・

玉川町・玉川３・新治町・南友

田町・北友田１・北友田２・北

友田３ 

大鶴 1 

鶴城町・鶴河内町・上宮町・大

鶴本町・大肥町・大鶴町・大肥

本町 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19人

区域名
募集

人数
担当の地区（自治会）

日田・五和 1

 亀川町・日ノ隈町・中釣町・中ノ島町・堀田町・亀山町・

 本庄町・三隈町・大和町・川原町・若宮町・元町・南元町・

 本町一丁目・本町二丁目・東町一丁目・東町二丁目・

 中央通二丁目・中央通三丁目・中央通一丁目・三本松・

 淡窓町・ 中城町・港町・丸の内町・豆田第一・豆田第二・

 城町一丁目・ 城町二丁目・上城内町・丸山一丁目・

 丸山二丁目・城内新町・石井町一丁目・石井町二丁目・

 石井町三丁目・高井町・内河町・小山町・緑町一丁目・

 緑町二丁目

東有田１  池辺町・松野町・諸留町・上諸留町

高瀬
 高瀬本町・大宮町・琴平町・八幡町・誠和町・銭渕町・

 京町・大日町・南部町・串川一丁目・串川二丁目・上野町

三芳

 田島一丁目・田島二丁目・田島本町・田島町・田島三丁目・

 刃連町・下井手町・三芳小渕町・大部町・桃山町・小ヶ瀬町・

 日高町・神来町・求町・古金町

西有田
 上手町・坂井町・三ノ宮町一丁目・三ノ宮町二丁目・石松町・

 尾当町・有田町・三池町・中尾町・水目町・秋山町・あやめ台

三花  秋原町・市ノ瀬町・伏木町

三花・小野 1
 天神町・清水町・財津町・藤山町・三和団地・三河町・

 鈴連町・殿町・源栄町

東有田２  月出町・羽田町・日の本町・岩美町・東羽田町

朝日  小迫町・朝日町・二串町・君迫町・山田町・朝日ヶ丘

光岡
 日ノ出町・清岸寺町・吹上町・玉川町・玉川三丁目・新治町・

 南友田町・北友田一丁目・北友田二丁目・北友田三丁目

大鶴
 鶴城町・鶴河内町・上宮町・大鶴本町・大肥町・大鶴町・

 大肥本町

夜明  夜明上町・夜明中町・夜明関町

前津江  柚木・出野・大野・赤石

五馬  出口・塚田・本城・五馬市東・五馬市西

上・中津江 1  野田・川辺・丸蔵・鯛生・上津江川原・都留・上野田・雉谷

西大山
 北部の一部・中央の一部・老松・西峰・烏宿・清流の一部・

 南部

東大山  北部の一部・中央の一部・都築・清流の一部

馬原  馬原一・馬原二・馬原三

中川 1  女子畑・丸山西・丸山東・湯山・桜竹一・桜竹二・赤岩

19区域

別表「農地利用最適化推進委員区域設定一覧表」 
 
 ▼ 募集人数 １９人（１９区域 各 1 人）  

▼ 複数の区域への推薦（又は応募）が可能ですが、兼務はできません。 

 

日田市農業委員会だより（５） 

 



   

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
し
た 

 

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
（
農
地
の
現
状
確
認
）
を
実
施
し
て
い

ま
す
。 

こ
の
調
査
で
、 

耕
作
さ
れ
て
い
な 

い
状
況
が
確
認
さ 

れ
た
農
地
の
所
有 

者
等
に
は
、
今
後 

の
農
地
の
利
用
に 

関
す
る
意
向
調
査 

を
行
い
ま
す
の
で
、 

ご
協
力
を
お
願
い 

し
ま
す
。 

  

大
分
県
農
地
中
間
管
理
機
構
と 

意
見
交
換
会
を
行
い
ま
し
た 

 

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
改
正
に
よ
り
、
農
地
の

貸
し
借
り
が
、
令
和
七
年
四
月
か
ら
、
原
則
と
し
て
「
農

地
中
間
管
理
事
業
」
を
利
用
す
る
貸
借
に
一
本
化
さ
れ
ま

し
た
。 

農
地
中
間
管
理
事
業
は
、
農
地
中
間
管
理
機
構
が
、
農

地
の
貸
し
手
と
借
り
手
の
間
で
、
中
間
的
な
受
け
皿
と
な

り
、
農
地
を
貸
し
付
け
る
制
度
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
行
わ

れ
て
き
た
農
地
の
貸
し
手
と
借
り
手
の
相
対
に
よ
る
契

約
と
違
い
、
様
々
な
問
題
点
が
み
え
て
き
て
い
る
こ
と
か

ら
、
農
業
委
員
会
で
は
、
委
員
の
意
見
等
を
集
約
し
、
令

和
七
年
十
月
三
十
一
日
に
、
農
業
委
員
会
役
員
と
大
分
県

農
地
中
間
管
理
機
構
と
の
意
見
交
換
会
を
行
い
ま
し
た
。 

農
業
委
員
会
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
が
、
農
地
の
出

し
手
・
受
け
手
フ
ァ
ー
ス
ト
と
な
る
た
め
の
制
度
の
見
直

し
と
運
用
の
改
善
を
求
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

            

     

   

市
政
功
労
者
表
彰 

 

日
田
市
農
業
委
員
会
の
石
井
照
久
会
長
（
前
津
江
町 

大
野
）
が
、
日
田
市
の
地
域
農
業
の
振
興
と
発
展
に
貢
献

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
令
和
七
年
度
の
市
政
功
労
者
に

選
ば
れ
、
令
和
七
年
十
一
月
三
日
の
文
化
の
日
に
表
彰
さ

れ
ま
し
た
。 

 

石
井
会
長
は
、
平
成
十
四
年
七
月
か
ら
二
十
三
年
の
長

き
に
わ
た
り
、
前
津
江
村
及
び
日
田
市
農
業
委
員
会
委
員

を
務
め
、
平
成
二
十
三
年
七
月
か
ら
は
農
業
委
員
会
会
長

職
務
代
理
者
（
副
会
長
）、
令
和
二
年
七
月
か
ら
は
会
長
の

要
職
に
就
か
れ
、
農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の
推
進
に
尽

力
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

           

農
業
委
員
会
の
活
動 

パトロールの様子 

意見交換会の様子 

お
知
ら
せ 

表彰式の様子 

日田市農業委員会だより（６） 

 



地
域
計
画
が
策
定
さ
れ
ま
し
た 

 
高
齢
化
や
人
口
減
少
の
本
格
化
に
よ
り
、
農
業
者
の
減

少
や
耕
作
放
棄
地
が
拡
大
し
、
地
域
の
農
地
が
適
切
に
利

用
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
中
、
今
後
、

そ
う
い
っ
た
農
地
が
利
用
さ
れ
や
す
く
な
る
よ
う
に
、
農

地
の
集
約
化
等
に
向
け
た
取
り
組
み
を
加
速
化
す
る
こ

と
が
急
が
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
農
業
者
の
話
し
合
い
に
基
づ
き
、

そ
の
地
域
に
お
け
る
農
業
の
将
来
の
あ
り
方
な
ど
を
取

り
ま
と
め
た
「
地
域
計
画
」
の
策
定
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

し
た
。 

日
田
市
で
は
、
令
和
七
年
三
月
に
市
内
全
域
十
六
地
区

を
策
定
し
、
公
表
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
地
域
計
画
で
は
、
十
年
後
に
目
指
す
地
域
の
農
地

利
用
を
地
図
上
に
示
し
た
「
目
標
地
図
」
を
作
成
し
て
お

り
、
計
画
と
と
も
に
「
目
標
地
図
」
も
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 

［
地
域
計
画
の
変
更
手
続
き
に
つ
い
て
］ 

地
域
計
画
の
区
域
内
の
農
地
に
つ
い
て
、
農
業
外
利
用

と
し
て
「
農
業
振
興
地
域
の
農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
」

や
「
農
地
転
用
」
の
申
請
を
す
る
場
合
は
、
事
前
に
地
域

計
画
の
区
域
か
ら
除
外
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
、
市
農
業
振
興
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 【
地
域
計
画
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
】 

 
   

〇
九
七
三-

二
二-

八
二
一
一
（
農
業
振
興
課
直
通
） 

一
人
ひ
と
り
の
農
業
者
を
応
援
す
る 

農

業
者
年

金 
 私

た
ち
は
、
世
界
一
の
長
寿
社
会
の
中
に
お
り
、
老
後
の

生
活
は
大
変
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

充
実
し
た
老
後
生
活
を
送
る
た
め
に
、
農
業
者
年
金
が

お
役
に
立
ち
ま
す
。 

 

農
業
者
年
金
は
メ
リ
ッ
ト
い
っ
ぱ
い
の
制
度
で
す 

■
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
年
間
六
〇
日
以
上
農
業
に

従
事
さ
れ
て
い
る
方
は
誰
で
も
加
入
で
き
ま
す
。 

 

■
積
立
方
式
で
少
子
高
齢
化
の
時
代
に
対
応
し
た
安
定

し
た
制
度
と
な
り
ま
し
た
。 

 
■
認
定
農
業
者
等
一
定
の
要
件
を
備
え
た
方
に
対
し
保

険
料
の
手
厚
い
国
庫
助
成
（
政
策
支
援
）
が
あ
り
ま
す
。 

 

■
月
額
二
万
円
か
ら
六
万
七
千
円
ま
で
ご
自
身
の
ラ
イ

フ
プ
ラ
ン
に
合
わ
せ
保
険
料
を
自
由
に
選
択
で
き
ま

す
。 

 

■
税
制
優
遇
で
と
っ
て
も
お
得
、
毎
年
最
大
八
〇
万
四
千

円
の
所
得
控
除
、
支
払
わ
れ
る
年
金
も
公
的
年
金
控
除

が
適
用
さ
れ
ま
す
。 

 

■
途
中
で
や
め
て
も
年
金
が
受
け
ら
れ
、
八
〇
歳
保
証
付

の
終
身
保
険
で
す
。 

 

＊
農
業
者
年
金
に
関
す
る
相
談
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

農
協
、
ま
た
は
農
業
委
員
会
へ 

                          

見やすく！わかりやすく！ 

充実した農業・農村の情報を届けます 
 
１週間の農政の動きや現場で役立つ栽培技術・ 

流通の情報、魅力的な農家の取り組みなどを幅 

広く伝え、担い手の皆様の経営発展に役立つ新 

聞として高く評価いただいております。  

購読料  月額 700円 

 

週 刊 金曜日発行 

◆購読の申し込みは、お近くの農業委員又は、 
農業委員会事務局へ 

 

全国農業新聞を読もう‼ 

令和 8年 4月から 

月額が 900円に 

改定されます 

日田市農業委員会だより（７） 

 

☎  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日田市農業委員会だより（8） 

 

農地についてご相談ください 

農地を『売ったり』『貸したり』『転用（住宅・植林・倉庫・駐車場などで 

使用）』するときは、｢農地法｣等に基づく許可が必要です。 

 

申請書の 

締切りは、 

毎月 

17日 

■１７日が閉庁日の場合には、次の開庁日を締め切り 

とさせていただきます。 
 

■申請書提出までに期間を要する場合があります。 

早めにご相談ください。 

◎違反転用については、農地法で原状回復等の処分や 

罰則（3年以下の懲役又は 300万円以下の罰金）が 

定められています。 

◎農地を埋め立てするには、事前に許可等が必要です。 

◎許可後、転用していない農地がありましたら、速やかに転用し

完了報告と登記を済ませてください。 

農地を耕作目的で 

貸したい。（借りたい） 

農地を耕作目的で 

売りたい。（買いたい） 

農地法第３条 

の許可申請 

農地法第４条 

の許可申請 

農地法第５条 

の許可申請 

自分の農地を 

転用したい。 

他人の農地を買って 

（借りて）転用したい。 

各種申請には条件があります。 

詳しくは日田市役所３階の農業委員会事務局 

までご相談ください。  ☎（0973）22-8213 

貸したい 

借りたい 

売りたい 

買いたい 

他の事に 

使いたい 

農地法違反 

について 

農地中間管理事業 

の申請 
（または農地法第３条の申請） 


